
岸和田市学校給食（変更・停止・再開）届 児童・生徒用 

 

（記入日）令和   年   月   日 

岸和田市長 宛 

学校給食費負担者  住 所                                       

（保護者）     フリガナ 

氏 名                                       

連絡先 (  自宅   携帯   その他 (          )) 

℡：                                          

児
童
・生
徒 

学 校 名 岸和田市立               学校 学 年 ・組        年     組     番 

フリガナ  

氏 名  

生年月日                      年      月       日生 

学校給食の提供について（ 変更・ 停止 ・ 再開 ）が生じたので、次のとおり届け出ます。 

 下欄の該当する項目に☑を記して内容を記入してください。 

 ※ 転校を伴わない住所・氏名の変更は届出不要です。（原則、学齢簿のとおりとなります。） 

□ 

変
更 

□ 転校 

旧学校名 

新学校名 

転校日 

上記（児童生徒欄）のとおり 

岸和田市立               学校        年     組     番 

令和   年   月   日 から（喫食開始日：令和   年   月   日） 

□ その他 

※送 付 先 （住 所 ・氏 名 ）  など 

※学齢簿（住民票）とは別の住所や氏名等の使用を希望するときなど 

☐
 

停
止 

☐ 市外転出による 令和   年   月   日 から（最終喫食日：令和   年   月   日） 

☐ １週間以上の欠席 令和    年    月    日 から 令和    年    月    日 まで 

☐ 疾患等 

理 由 

☐ 疾患等（食物アレルギーを除く）    

※診断書の提出が必要   ※食物アレルギーによる停止については、「岸和田市学

校給食における食物アレルギー対応申請書」に基づき対応します。 

☐ その他〔                             〕 

停止内容 ☐ 全部停止  一部停止（ ☐ 牛乳停止  ☐ 米飯停止  ☐ パン停止） 

停 止 日 令和    年    月    日 から  

☐ 再開 

令和    年    月    日 から  【□ 完全給食 □一部停止】で再開 

※一部停止での再開の方は下記に☑ （既に申請済みの方に限る） 

【 ☐ 牛乳停止  ☐ 米飯停止  ☐ パン停止】で再開 

【注意事項】 

・転出や、連続して１週間（休日を含む。）以上欠席する時または停止していた給食を再開する時は、給食を停止または再開しようとする

日の平日５日前までに学校に提出してください。届出（申出）のあった日の平日５日後から給食を停止または再開することができます。 

・食物アレルギーについては、アレルギー対応に関する申請手続きに基づき給食の停止（再開）が決定されます。（本書は提出不要） 

・この届出書がない場合は、給食費の減額の対象になりませんのでご注意ください。（食物アレルギーは除く） 

・提出後に、控え等の配布はありません。（必要に応じて、提出前にコピー等をお願いします。） 

 

〈学校使用欄〉  申出日（又は受付日）※① 学校受付印   〈学校給食課使用欄〉 

確認者 
マイスター 

入力者 

 令和   年   月   日    給食費管理システム 徴収名簿 

 減額対象期間 

※申出日（又は受付日）の 

平日 5日後から減額対象 

  入力日 確認 確認・修正 

  

   

 □ （太枠の）届出期間のとおり 

□ 令和   年   月   日（から） 

  

対象者 ID  

※①申出日とは、学校給食費負担者から 1週間以上欠席する旨等の連絡を受けた日をいう。（電話等含む） 

（令和７年１月～） 

４ 


